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学生等の選挙権保障 

ただし住民票取得後三箇月未満の移住者を射程に入れつつ 

改正条文案 

公職選挙法 新旧対照表 

 新 旧 

（被登録資格等） 

第二十一条 

 

選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内

に住所を有する年齢満十八年以上の日本国

民（第十一条第一項若しくは第二百五十二

条又は政治資金規正法 （昭和二十三年法

律第百九十四号）第二十八条の規定により

選挙権を有しない者を除く。次項において同

じ。）で、その者に係る登録市町村等（当該

市町村及び消滅市町村（その区域の全部又

は一部が廃置分合により当該市町村の区域

の全部又は一部となつた市町村であつて、

当該廃置分合により消滅した市町村をいう。

第三項において同じ。）をいう。以下この項及

び次項において同じ。）の住民票が作成され

た日（他の市町村から登録市町村等の区域

内に住所を移した者で住民基本台帳法 （昭

和四十二年法律第八十一号）第二十二条の

規定により届出をしたものについては、当該

届出をした日。次項において同じ。）から引き

続き三箇月以上、但し、上記住民基本台帳

法第二十二条の規定による届出の理由が学

校教育法の定める大学及び高等専門学校

への進学である場合は二箇月以上、登録市

町村等の住民基本台帳に記録されている者

について行う。 

 

選挙人名簿の登録は、当該市町村の区

域内に住所を有する年齢満十八年以上

の日本国民（第十一条第一項若しくは第

二百五十二条又は政治資金規正法 （昭

和二十三年法律第百九十四号）第二十

八条の規定により選挙権を有しない者を

除く。次項において同じ。）で、その者に

係る登録市町村等（当該市町村及び消

滅市町村（その区域の全部又は一部が

廃置分合により当該市町村の区域の全

部又は一部となつた市町村であつて、当

該廃置分合により消滅した市町村をいう。

第三項において同じ。）をいう。以下この

項及び次項において同じ。）の住民票が

作成された日（他の市町村から登録市町

村等の区域内に住所を移した者で住民

基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十

一号）第二十二条の規定により届出をし

たものについては、当該届出をした日。

次項において同じ。）から引き続き三箇月

以上、登録市町村等の住民基本台帳に

記録されている者について行う。 

 

 


